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７．税 務 課

１ 市民税

（１） 納税義務者 個 人 33,727 人

法 人 2,053 法人

特 別 徴 収 徴収義務者数 4,188 人 納税義務者数 28,220 人

普 通 徴 収 納税義務者数 5,507 人

（２） 税 率 令和 2年度

区 分 税率 調定済額（千円）

個人

均等割 3,500 円 125,105

所得割 100
6

2,828,657

法人

均等割

法 人 等 の 区 分 税率（円/年）

246,782

１ 資本金等の額（法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 2条第 16

号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個

別資本金等の額（保険業法（平成 7年法律第 105 号）に規定する

相互会社にあっては、令 45 条の 3の 2に定めるところにより算定

した純資産額）をいう。次号から第 8号までにおいて同じ。）が

50 億円を超える法人（保険業法に規定する相互会社以外の法人で

資本金の額又は出資金の額を有しないもの並びに法人税法第 2条

第 5号の公共法人及び同条第 6号の公益法人等（防災街区整備事

業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組

合、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2第 1項の

認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法（平成

10 年法律第 7号）第 2条第 2項に規定する法人を含む。）で均等

割のみ課されているものを除く。次号から第 8号までにおいて同

じ。）で市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者（俸給、

給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受ける

こととされる役員を含む。）の数の合計数（次号から第 8号まで

において「従業者数の合計数」という。）が 50 人を超えるもの

3,600,000

２ 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者

数の合計数が 50 人を超えるもの
2,100,000

３ 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者

数の合計数が 50 人以下であるもの
492,000

４ 資本金等の額が１億円を超え 10 億円以下である法人で従業者

数の合計数が 50 人を超えるもの
480,000

５ 資本金等の額が１億円を超え 10 億円以下である法人で従業者

数の合計数が 50 人以下であるもの
192,000

６ 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業

者数の合計数が 50 人を超えるもの
180,000

７ 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業

者数の合計数が 50 人以下であるもの
156,000

８ 資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数

が 50 人を超えるもの
144,000

９ 前各号に掲げる法人以外の法人等 60,000

法人税割

平成 26 年 9 月 30 日以前に開始した事業年度分

平成 26 年 10 月 1日以後に開始した事業年度分

平成 31 年 10 月 1日以後に開始した事業年度分

100
7.14

100
1.12

100
4.8

485,541
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２　軽自動車税 令和２年度

（１）種別割

税率（円） 台数（台） 調定額（千円）

１種 2,000 5,937 11,874

２種乙 2,000 483 966

２種甲 2,400 737 1,769

ミニカー 3,700 64 237

3,600 825 2,970

3,100 0 0

3,900 0 0

4,600 1 5

1,000 0 0

2,000 0 0

3,000 0 0

5,500 5 28

6,900 6 41

8,200 2 16

1,800 0 0

3,500 0 0

5,200 0 0

7,200 9,015 64,908

10,800 4,813 51,980

12,900 5,119 66,035

2,700 0 0

5,400 196 1,058

8,100 683 5,532

3,000 51 153

3,800 45 171

4,500 36 162

1,000 0 0

1,900 0 0

2,900 0 0

4,000 3,546 14,184

5,000 2,515 12,575

6,000 3,880 23,280

1,300 0 0

2,500 0 0

3,800 56 213

6,000 696 4,176

農耕作業用 2,400 1,467 3,521

その他 5,900 477 2,814

40,655 268,668

※平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に新車新規登録したものに適用する。

区分 分類

50cc以下

90cc以下

125cc以下

20cc超50cc以下

軽２輪車 250ccまで

H27.3.31以前新車新規登録

H27.4.1以後新車新規登録

新車新規登録後13年経過

電気自動車等
※

R2年度燃費基準+30％達成車
※

R2年度燃費基準+10％達成車
※

H27.3.31以前新車新規登録

H27.4.1以後新車新規登録

新車新規登録後13年経過

電気自動車等※

R2年度燃費基準+30％達成車※

R2年度燃費基準+10％達成車
※

H27.3.31以前新車新規登録

H27.4.1以後新車新規登録

新車新規登録後13年経過

電気自動車等※

R2年度燃費基準+30％達成車
※

R2年度燃費基準+10％達成車※

H27.3.31以前新車新規登録

H27.4.1以後新車新規登録

新車新規登録後13年経過

電気自動車等※

H27年度燃費基準+35％達成車※

H27年度燃費基準+15％達成車※

H27.3.31以前新車新規登録

H27.4.1以後新車新規登録

新車新規登録後13年経過

電気自動車等※

H27年度燃費基準+35％達成車※

H27年度燃費基準+15％達成車※

小型自動２輪 250cc超

1,500cc以下

1,500cc以下

合　　　　　計

原動機付自転車

軽３輪車 550ccまで

営業用

自家用

営業用

自家用

小型特殊自動車

軽４輪

乗用

貨物
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（２）環境性能割　（令和元年10月1日～）

自家用
※ 営業用

1% 0.5%

1%

2%

※令和3年3月31日までに取得した乗用車については、上記税率を1％軽減する。

３　諸税 令和２年度

　　1,000本につき5,692円

税率

電気自動車等

R2年度燃費基準+20%達成車

R2年度燃費基準+10%達成車

R2年度燃費基準達成車

H27年度燃費基準+10%達成車

上記以外

区分 税率 調定額（千円）

　・令和2年9月30日までの売渡し等に係る製造たばこの本数

　・令和2年10月1日以後の売渡し等に係る製造たばこの本数

　　1,000本につき6,122円

区分

非課税 非課税

11,491

2%

市たばこ税 476,325

令和２年度

区分 課税標準額（千円） 税率 調定額（千円） 納税義務者数※（人） 備考

土地 91,289,043 1,273,970 25,767

家屋 133,004,620 1,812,903 27,219

償却資産 37,647,212 521,261 993

計 261,940,875 3,608,134 35,239
延べ人数とは異

なります

金額（千円） 件数（件）

交付金 21,329 10件

※　「土地」「家屋」「償却資産」の各「納税義務者数」欄は、令和２年度当初課税時点

４　固定資産税

1.4
100
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1　徴収の状況　（令和2年度）

　（1）　市税
（金額：千円）

区分 予算額 調定額 収入済額
調定に対する

収入

現年度 2,896,000 2,903,979 2,882,665 99.3%

滞納繰越 17,000 43,937 19,076 43.4%

現年度 629,000 635,654 628,894 98.9%

滞納繰越 1,700 6,082 2,467 40.6%

現年度 3,473,000 3,608,133 3,519,758 97.6%

滞納繰越 27,500 121,529 29,600 24.4%

交付金 現年度 21,329 21,329 21,329 100.0%

現年度 260,000 264,741 261,460 98.8%

滞納繰越 3,600 11,151 4,039 36.2%

環境性能割 現年度 9,502 11,491 11,491 100.0%

現年度 487,000 476,325 476,267 100.0%

現年度 7,775,831 7,921,652 7,801,864 98.5%

滞納繰越 49,800 182,699 55,182 30.2%

計 7,825,631 8,104,351 7,857,046 96.9%

　（2）　国民健康保険料(税）
（金額：千円）

予算額 調定額 収入済額
調定に対する

収入

1,871,000 1,974,893 1,900,732 96.2%

43,420 170,979 77,124 45.1%

1,914,420 2,145,872 1,977,856 92.2%

８．納　税　課

税目

市たばこ税

区分

現年度

滞納繰越

計

市民税

個人

法人

固定資産税
純固定資産税

軽自動車税
種別割

合計
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2　徴収額の推移　

　（1）　市税

（金額：千円）

区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

現年度 2,708,672 2,786,626 2,743,573 2,890,037 2,882,665

滞納繰越 27,240 24,728 23,077 17,692 19,076

現年度 649,874 629,761 672,582 723,823 628,894

滞納繰越 2,172 1,657 1,717 2,384 2,467

現年度 3,566,952 3,598,450 3,507,357 3,532,224 3,519,758

滞納繰越 45,818 44,642 42,390 36,761 29,600

交付金 現年度 22,897 22,359 22,101 21,779 21,329

現年度 236,742 242,864 248,922 254,190 261,460

滞納繰越 3,169 3,862 4,354 3,840 4,039

環境性能割 現年度 - - - 2,872 11,491

現年度 529,453 509,194 499,144 501,519 476,267

7,792,989 7,864,143 7,765,217 7,987,121 7,857,046

8,107,500 8,141,829 8,012,874 8,222,463 8,104,351

96.1% 96.6% 96.9% 97.1% 96.9%

　（2）　国民健康保険料（税）

（金額：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

2,234,159 2,202,279 1,894,737 1,926,718 1,900,732

96,670 98,719 89,431 80,145 77,124

2,330,829 2,300,998 1,984,168 2,006,863 1,977,856

2,659,679 2,593,511 2,236,461 2,227,120 2,145,872

87.6% 88.7% 88.7% 90.1% 92.2%

税目

市たばこ税

合計

調定額

調定に対する収入

区分

現年度

滞納繰越

合計

調定額

調定に対する収入

市民税

個人

法人

固定資産税
純固定資産税

軽自動車税
種別割
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９．市 民 課

市民の生活に直結する戸籍・住民基本台帳・印鑑証明・外国人の在留関係・国民年金・パスポート・

マイナンバーカードの交付などの窓口業務について、「親切」「正確」「迅速」をモットーに市民サービ

スの向上に努めている。

庁舎内においては、お客様がいくつもの課へ移動しなくても手続きができるように、戸籍届出及び

住民異動に伴う手続き等の一部を１つの窓口で行うワンストップサービスを実施している。平成 22

年から、総合案内ブースを設置し市民課での手続きに限らず、庁舎内のご案内も行っている。

庁舎外においては、市民サービスセンターを袋町商店街に設置し、平日（木除く）及び土日祭日の

9時 45分から 18 時半まで住民票・戸籍・印鑑の各証明書と市税証明書の交付を行っている。また、

平成 25 年 6 月 1 日から、コンビニ交付サービスを開始し、早朝 6時半から深夜 23時までマイナンバ

ーカードや住基カードを使って、住民票の写しや印鑑証明がコンビニ等で取得できるようにした。

その後、宇和島市に関係が深いデザインで、宇和島城や牛鬼の図柄の婚姻届（平成 28年 10 月～）

真珠やみかんの図柄の出生届（平成 29 年 8 月～）を作成し、届出に際してお祝いするとともに、婚姻

届出時にはお祝いに真珠製品引換券を（5,000 円分）をお渡ししており、宇和島市のアピールにも一

役かっている。平成 30 年 4 月からは、届書受付においてタブレット（こまど touch）を導入し、お客

様に「見える説明」ができるようにした。令和 2年 4月からは、「お悔やみ手続きのサポート」を始め

た。これは、死亡届出後の各種手続きを予約制にし、総合案内職員が事前に必要な手続きを調べて、

市民課での手続きのあと、次の課へご案内し、次の課の職員がまた次の課へ引き継ぐリレー方式をと

り、複雑なお悔やみの手続きの不安をなくし、お客様の手続き時間の短縮にもつながっている。

今後、令和３年度中に完成予定の市役所低層棟に移転する際には、転入時の異動届や証明書交付申

請書の作成において住所･氏名を書くことを求めない、いわゆる「書かない窓口」を導入し、更なる市

民サービスの向上を目指す。

１ 戸 籍

戸 籍 取 扱 件 数

（令和２年度）

他市町村から

送付数

出   生 251 149 254 654

死   亡 1,246 127 643 2,016

婚   姻 181 22 689 892

離   婚 101 3 92 196

認   知 7 0 9 16

養子縁組 43 2 18 63

養子離縁 22 0 15 37

入    籍 90 0 52 142

転籍・分籍 104 0 223 327

氏名の変更 6 1 2 9

そ  の  他 166 5 59 230

計 2,217 309 2,056 4,582

区　　　分 本籍人届出数 非本籍人届出数 合　　　計
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２ 住 民 登 録

人 口 動 態 （令和２年度）

３ 事務処理件数

（令和２年度）

年度
区分

平成

25
26 27 28 29 30 31

令和

2

自

然

動

態

出

生

男 298 260 240 249 217 203 211 177

女 256 238 233 184 203 191 172 144

計 554 498 473 433 420 394 383 321

死

亡

男 651 638 623 624 683 569 608 627

女 690 666 638 690 732 669 671 636

計 1,341 1,304 1,261 1,314 1,415 1,238 1,279 1,263

自然増減 △ 787 △ 806 △ 788 △ 881 △ 995 △ 844 △ 896 △ 942

社

会

動

態

転

入

男 979 964 970 865 922 989 968 874

女 897 941 920 806 824 829 808 746

計 1,876 1,905 1,890 1,671 1,746 1,818 1,776 1,620

転

出

男 1,193 1,203 1,225 1,190 1,138 1,179 1,148 1,088

女 1,194 1,149 1,233 1,170 1,136 1,133 1,110 1,042

計 2,387 2,352 2,458 2,360 2,274 2,312 2,258 2,130

社会増減 △ 511 △ 447 △ 568 △ 689 △ 528 △ 494 △ 482 △ 510

人 口 増 減 △1,298 △1,253 △1,356 △1,570 △1,523 △1,338 △1,378 △1,452

区 分 件 数

戸（ 除） 籍謄 抄本 証明 発行 50,947
件

住 民 票 発 行 30,383

附 票 発 行 8,219

印 鑑 登 録 証 明 18,708

住 民 異 動 届 9,757

パ ス ポ ー ト （ 旅 券 ） 106

中長期在留者の住居地届出

176

令和 3年 3月末現在の

住民基本台帳登録者数

459 人
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４ 国民年金

５ コミュニティ推進係

（１）自治会との連絡調整

① 宇和島市連合自治会との協調

戦後の混乱さめやらぬ昭和２７年９月、当時の進駐軍の了解を得て弘報委員会の組織を基

盤とし、併せて住民自治の精神を盛り込んだ町内自治会が結成され、やがては全市的組織の

連合会が昭和２９年１月に設立され、市行政とは常に連絡調整を密にし、行政の効率的、効

果的な運営を図ってきた。

以来５０数年を経て、平成１７年８月１日、１市３町の合併による新市発足に伴い、旧市

町の自治会、区長会も平成１８年７月７日に合併し、４支部、３１校区、５０８自治会を擁

する宇和島市連合自治会が誕生した。その後、世帯数の減少等による自治会の合併があり、

平成２７年４月１日には５０７自治会、令和２年４月１日、５０６自治会となった。

老齢基礎年金 8

障害基礎年金 31

遺族基礎年金 2

寡婦年金 1

死亡一時金 10

（2）届出書受付件数

取得 758

種別変更 152

（3）未支給請求書受付件数 817

（4）免除申請書受付件数 676

（5）学生納付特例申請書受付件数 147

（※市受付件数）

(令和2年度）

（１）裁定請求書受付件数
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５０６の各単位自治会は町内相互の親和と福利増進をはかり、町内へ広報を配布し、市政

の状況や市民へのお知らせ事項の伝達、市民の声を市政に反映させるため、地域住民が自主

的に組織しているもの。この単位自治会をもって小学校区単位に校区自治会を組織し、各地

域における公民館事業にも積極的に協力し、住み慣れた地域の活性化、安心して住める地域

づくりに貢献している。

② 連合自治会組織

令和３年４月１日現在の連合自治会の組織は次のとおり。

自治会数 ５０６自治会

班 数 ２，６０２班

加入世帯数 ２６，２６７世帯

全世帯数 ３５，２１９世帯 ※

自治会加入率 ７４．５８％

※ 全世帯数とは、住民基本台帳における全世帯数から、行政区にある特別養護老人ホ

ーム等施設入所世帯を除いたもの。

③ 連合自治会の構成

〇宇和島市 令和３年４月１日現在

〇宇和島市吉田町

〇宇和島市三間町

校区・地区 自治会数 班数 加入世帯数 校区・地区 自治会数 班数 加入世帯数

宇和津校区 22 141 1,373 小池校区 5 14 162

明倫校区 37 295 3,068 三浦校区 5 34 297

鶴島校区 35 156 1,737 高光校区 10 49 409

天神校区 30 175 1,690 下波校区 8 30 277

和霊校区 26 293 2,868 遊子校区 8 23 234

住吉校区 21 167 1,668 蒋淵校区 7 13 127

番城地区 16 206 2,499 戸島校区 3 14 154

祝森地区 3 19 374 日振島校区 3 10 143

九島校区 4 26 350 計 246 1,688 17,642

石応校区 3 23 212

地区 自治会数 班数 加入世帯数 地区 自治会数 班数 加入世帯数

吉田 35 194 1,312 玉津 16 57 379

奥南 11 36 497 立間 18 40 305

喜佐方 9 35 336 計 89 362 2,829

地区 自治会数 班数 加入世帯数 地区 自治会数 班数 加入世帯数

成妙 8 56 788 二名 12 50 571

三間 10 75 911 計 30 181 2,270
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〇宇和島市津島町

（２）自治会設置の防犯灯に関すること。

各単位自治会において整備する防犯灯の管理費用を支援するため、電灯料金の一部につい

て補助金を交付している。（令和２年度実績：７，９０１灯分）

（３）各種相談件数

（４）交通安全対策機関及び諸団体に関すること。

① 令和３年４月１日現在、宇和島市交通指導員として５９名を委嘱している。

〇交通事故の発生状況

② 宇和島市交通安全母の会連合会に関すること。

交通安全意識の家庭浸透を中心に広く交通道徳の高揚を図り、交通事故のない明るい地域

社会づくりの推進に寄与することを目的に３９の単位母の会、３，０４９名の会員で構成さ

れている当該団体を支援している。

（５）地縁団体の認可等に関すること。

令和３年４月１日現在、８２の団体を地縁団体として認可している。

（６）特定非営利活動法人の認証、支援等に関すること。

令和３年４月１日現在、３０の法人を認証している。

（７）集会所施設の整備・維持に関すること

地区 自治会数 班数 加入世帯数 地区 自治会数 班数 加入世帯数

岩松 40 125 1,217 下灘 21 52 675

清満 36 57 553 北灘 14 71 587

御槙 12 19 146 計 141 371 3,526

畑地 18 47 348

多重債務相談 消費生活相談

令和２年度 １５件 ３５０件

発生件数 死者 傷者

全国
令和２年 309,000 2,839 368,601

令和元年 381,237 3,215 461,775

愛媛県
令和２年 2,404 48 2,671

令和元年 2,811 42 3,168

宇和島市
令和２年 94 3 108

令和元年 115 5 129
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地域の発展と市民の生活福祉の維持向上を図るため、２５５の集会所を設置している。

（旧宇和島市７４箇所・吉田町７０箇所・三間町２９箇所・津島町８２箇所）
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１０．生活環境課

生活環境課では、一般廃棄物の収集運搬処分、地域の環境保全や美化推進をはじめ、地球温暖化対策

の推進や循環型社会の構築等、市民生活と密接につながっており、次の事項を基本施策として、市民と

協働のもとに、清潔でうつくしく、地球環境に優しい持続可能なまちづくりの推進に取り組んでいる。

【基本施策】

①自然環境の保全

②地域環境美化の推進

③地球温暖化対策の推進

④循環型社会の構築

３Ｒの推進｛ごみの発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)｝

⑤一般廃棄物処理計画の推進

ごみの分別を徹底し、資源物の回収、リサイクルの推進に努め、ごみの減量化を図るとともに、

市民のごみ減量に対する知識の普及と意識の醸成に努める。

⑥生活環境関係施設の適正な運営管理（ごみ処理施設、リサイクル施設等）

⑦再生可能エネルギーの導入促進

⑧犬猫の愛護と管理に関する事業

⑨井戸･専用水道･簡易専用水道に関する指導

⑩騒音･振動･大気汚染その他の公害対策

⑪葬祭施設･墓地等の管理に関する事業

（１）美化推進事業

「きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例」に基づき、市民、事業者及び占有者等が一体とな

って地域環境の美化と保全を図れるよう啓発を行っている。また、「宇和島市美化運動推進委員会」

を設置し、花いっぱい運動を推進するとともに、環境美化に功労のあった市民の表彰を行っている。

その他、有用微生物資材（ＥＭ）の配布も実施している。

① 花いっぱい運動推進事業（宇和島市美化運動推進委員会）

花いっぱい運動推進事業として、駅前・公共施設に市内各種団体等の協力を得て、花いっぱい

運動の推進に努めている。

【令和２年度花苗配布状況】 （単位：株）

花苗種類 前期配布(春) 後期配布(秋)

ベゴニア １，０１０

マリーゴールド ６，８８３

ポーチュラカ ５，９１８

日々草 ４，２１８

メランポジウム ２，２３０

パンジー １４，０３８

ビオラ ６，０３８

計 ２０，２５９ ２０，０７６
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② ＥＭ（有用微生物資材）の配布事業

環境保全及び水質浄化等に有効とされるＥＭを市役所で培養し、平成１５年１０月より市民に

無料で配布している。

【ＥＭ配布状況】

（２）美化対策事業

各地域、職場や各種団体等でボランティア清掃を実施する際の支援を行っている。また各種団体

にも呼びかけて、市主催の清掃活動を実施している。

① 自治会・ボランティア清掃支援

※１ 不燃物処理の大幅な差は処理基準の変更によるもの

※２ 新型コロナ感染対策のため清掃作業の中止が多数あり実施回数等が減少したもの

② クリーン新宇和島

豊かな自然と美しい風土に恵まれたふるさと宇和島を保持し、住みよい快適な生活環境を創

造するため、「クリーン新宇和島」運動を推進しており、本庁においては毎年８月を強調月間と

して、市民に環境美化意識を啓発するとともに、地域住民参加と協力による環境美化活動を展

開している。この清掃活動は「８８クリーンウォーク四国」及び「クリーン愛媛運動」への参

加を兼ねて実施している。

【クリーン新宇和島 実施状況】

※１ 複数支店等で参加の場合も１事業所としてカウント

※２ 可燃・不燃を含む

※３ 平成３０年度は「７月豪雨災害」のため中止

※４ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、時期をずらし、規模を

縮小して実施

年度 配布量（ℓ） ピーク月の配布量（ℓ） 配布人数（人）

平成１７ ３５，９６８ ５，１３０ ２，２９０

平成３０ １６，８１９ １，８０２ ２，１０５

平成３１ １４，４１４ １，５４６ １，８０９

令和２ １３，０１９ １，３７９ １，６６４

年度 実施回数（件） 参加（人）
回収ごみ量（ｔ）

可燃物 不燃物 ※１

平成１７（基準） １６４ １５，８９８ １１２．０２ ４２．５０

平成３０ ２２８ １４，５８７ ６１．３０ ０．９０

平成３１ ２５８ １３，１３３ ７７．３０ １．４７

令和２ ※２ １５６ ５，４０３ ３４．２５ ０．９０

年度 参加団体数 ※１ 参加（人） ごみの量（kg） ※２

平成１７ ３０ １，３４５ ３，２２０

平成３０ ※３ － － －

平成３１ ８０ １，５７５ ３，６６０

令和２ ※４ ３ ５４６ ２，６１０
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③ クリーン作戦

地域に根差した清掃ボランティアイベントを開催している。

【令和２年度 クリーン作戦実施状況】

※ 令和２年度は「クリーン新宇和島」と合同開催のため参加人数、ごみの量は合算

④ 不法投棄対策事業

ごみの持ち帰りや清掃活動等を推進するとともに、市民、事業者、占有者及び市が一体とな

って不法投棄防止策に努め、監視カメラや啓発看板を設置する等の対策を行なっている。法令

の禁止行為に該当した者に対しては指導、勧告、命令又は告発を行い、投棄者が判明したとき

は原状回復をさせ、氏名の公表など厳しい行政処分を行うこととしている。

民有地に捨てられたごみも見受けられる。条例では囲いなどの対策に努めることとなってい

るが、土地管理者へ強制はできないため、ごみ捨て場となり、環境への悪影響が懸念されてい

る。多くの場合、投棄場所が崖下などで原状回復が難しい。

また、市内各種団体からの推薦に基づいて市民による環境監視員を委嘱し、不法投棄等の監

視を行っている。

【令和２年度 不法投棄回収状況】

（３）環境対策事業

生活環境の保全に資するため、市内公共用水域の水質状況調査や騒音等の測定を定期的に実施し

ている。

① 公害対策

【令和２年度 公害等苦情処理件数】

② 地球温暖化対策

平成２６年度を基準年として、「第３次宇和島市地球温暖化対策実行計画」（計画期間：10年）

を策定し、市関係施設、指定管理施設、公用車等の省エネ努力や運用改善に取り組んでいる。

平成３１年度の温室効果ガス排出量は２６，２１６ｔ－ＣＯ２となっており、基準排出量に

対して５３３ｔ－Ｃｏ２（2.0%）の減少にとどまった。前年度に豪雨災害の復旧・復興業務に

伴い増加していた電気使用量は微減となったが、Ａ重油が増加したことなどにより、全体とし

て排出量が前年度より増加する結果となった。排出構成では、電気使用に伴う排出が全体の７

６．９％を占め、以下、都市ガス（10.3％）、Ａ重油（6.2％）、灯油（2.1％）、ＣＯ２以外のガ

月 名 称 参加（人）
ごみの量（kg）

（可燃・不燃を合算）

中止 お祭り前吉田クリーン作戦 － －

中止 お祭り前須賀川クリーン作戦 － －

１０月 ※ みまクリーン作戦 クリーン新宇和島と合算

１２月 樺崎地区クリーン作戦 １９０ ３９０

中止 つしまクリーン作戦 － －

可燃物（ｔ） 不燃物（ｔ） 家電リサイクル（台） タイヤ（本）

０．３７ ０．４４ ２２ １０２

水質汚濁 大気汚染 悪臭 騒音 振動 その他 計

０ １６ １ ４ ０ ０ ２１
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ス（1.3％）、ガソリン（1.2％）、ＬＰＧ（1.0％）、軽油（1.0％）と続いている。

対象期間の中間年度となる令和２年度には、直近５年間の達成状況調査及び計画の改定を実施

した。引き続き、第３次計画に基づく取り組み及び啓発を図り、温室効果ガス排出量の削減に努

める。

【温室効果ガス排出量の推移】

※ 基準排出量は、活動量推移の調査に基づくデータ修正の結果、精査した排出量に変更している。

（計画策定当初：24,556t-CO2）

（４）狂犬病予防対策事業

狂犬病予防法に基づき、毎年狂犬病予防接種を行っている。また、生後９１日以上の犬は登録を

行い、鑑札を交付している。愛媛県が実施する犬猫管理業務に関して、受付・一時的な保護を行い、

地域の安全な生活と動物愛護を推進している。

【畜犬登録状況及び狂犬病予防接種状況】（犬業務月報より）

（５）葬祭施設管理事業

① 葬祭施設

※ 三間地区は、主に広見斎場（広域事務組合施設）を利用

② 静愁苑「通夜棟」

平成２４年４月１日使用開始。

・通夜室２室（胡蝶・松風）･･･和室２部屋・洋間・トイレ・シャワー室有

・霊安室１室（夕霧）

使用受付は、宇和島市役所 市民課（祝祭日夜間は、市役所宿直）。

年度 排出量（ｔ－Ｃｏ２） 基準年度に対する増減

平成２６（基準）※ ２６，７４９

平成２９ ２６，３７７ －１．４％

平成３０ ２５，９３６ －３．０％

平成３１ ２６，２１６ －２．０％

目標値 ２４，０７４ －１０．０％

年度 登録頭数 予防接種頭数

平成３０ ３，４７４ ２，３０７

平成３１ ３，４２２ ２，２６９

令和２ ３，３３７ ２，２６８

名 称 静愁苑 吉田斎場

位 置 宇和島市寄松甲１４３８ 宇和島市吉田町東小路乙５

建 設 年 月 平成４年３月 昭和５３年３月

建 設 の 規 模
火葬炉５基

告別式場、和室３部屋他

火葬炉２基

告別式場、和室３部屋他

火 葬 件 数 ※

（令和２年度）
９９５件 ２００件

-82-



（６）廃棄物処理事業 （令和２年度）

① ごみ収集人口 （単位：人）

② し尿計画収集人口 （単位：人）

③ ごみ搬入量 （単位：ｔ）

④ ごみ総排出量

計 画 収 集 人 口 ７２，３７４

自 家 処 理 人 口 ０

合 計 （総人口） ７２，３７４

非
水
洗
化

計 画 収 集 人 口 ８，８１４

自 家 処 理 人 口 ０

小 計 ８，８１４

水

洗

化

公 共 下 水 道 人 口 １５，２７０

コミュニティプラント人口 ０

浄 化 槽 人 口 ４８，２９０

小 計 ６４，７５８

合 計 （総人口） ７２，３７４

直 営 委 託 許 可 合 計

収

集

分

混 合 ご み

可 燃 ご み ３，１２８ １１，２２７ ６，７８４ ２１，１３９

不 燃 ご み １１１ ３４７ ４３ ５０１

資 源 ご み ２１１ ６５０ ８６１

そ の 他

粗 大 ご み ３７ ３７

小 計 ３，４５０ １２，２２４ ６，８６４ ２２，５３８

直 接 搬 入 分 ５７６

集 団 回 収 １，５１０

合 計 ２４，６２４

ごみ総排出量 ２３，１１４ｔ

生活系ごみ １５，８５９ｔ

事業系ごみ ７，２５５ｔ

１人１日あたりごみ排出量 約８７５ｇ
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⑤ ごみ処理の状況 （単位：ｔ）

（７）ごみ処理施設の概要

①ごみ焼却施設

平成２９年度より、広域事務組合による処理に移行。

② 最終処分場

※ 蛇堀不燃物最終処分場は、平成２３年１２月から是能不燃物処理場埋立完了まで休止予定

③ その他の施設

（８）し尿及び浄化槽汚泥処理

し尿及び浄化槽汚泥は、市が許可した業者が収集の上、宇和島地区広域事務組合が設置している

処理施設「クリーンセンター」まで運搬している。

区 分
処理量
合 計 直接焼却 直接埋立 残渣焼却

処理残渣
埋 立

資源化量

焼 却 処 理 22,005 21,650 355 835 1,388

焼
却
以
外
の
中
間
処
理

粗 大 ご み 処 理 施 設

資源化等を行う施設 1,464 355 112 997

高 速 堆 肥 化 施 設 0 0 0 0

ご み 燃 料 化 施 設 25 0 0 25

そ の 他 の 施 設 0 0 0 0

最 終 処 分 947 0 947

区 分
宇和島市一般廃棄物最終

処分場

蛇堀不燃物最終処分場

（休止中）※
是能不燃物処理場

施設の所在地
宇和島市

保田乙５４１番地

宇和島市吉田町

河内甲２３７１番地

宇和島市三間町

是能１４８６番地２

建 設 年 月 日 平成４年１１月 昭和６２年４月 昭和５５年４月

埋 立 面 積 ２１，０００㎡ ５，０６０㎡ ５，３００㎡

埋 立 容 量 １３２，０００㎥ ８１，０００㎥ １８，５５０㎥

埋 立 構 造 準好気性埋立構造 サンドイッチ埋立方式 サンドイッチ埋立方式

施
設
の
概
要

埋 立 地

施 設

貯留構造物、遮水設備、

雨水・地下排水設備、浸

出水集排水設備

浸出水・雨水・排水設備、

貯留構造物（無沈殿ろ過

槽）

雨水排水施設、汚水集水

施設、汚水処理施設

浸 出 水

処理施設
能力：１００㎥／日 能力：１００㎥／日 能力：５０㎥／日

区 分 宇和島市バイオディーゼル燃料精製施設

施設の所在地 宇和島市曙町１番地

建 設 年 月 日 平成１７年２月

施
設
の
概
要

規 模 ３０㎡

主要設備

バイオディーゼル燃料精製装置

Ｄ－ＯｉＬ ２００Ａ

２００Ｌ／７ｈ
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（９）リサイクル推進事業

① 資源物集団回収奨励金交付事業

認定団体（自治会等）が回収した資源物（古紙類・飲料用空き缶）の量に応じて奨励金を支出。

古紙類は「段ボール、新聞、雑誌・雑がみ、紙パック」の４分類、飲料用空き缶は「スチール缶、

アルミ缶」を回収。

【認定団体（自治会等）による資源物の回収量実績】

② ごみステーション等整備事業補助金交付事業

ごみステーション及び資源物ステーションの新設、建て替え又は補修費用の１／２（百円未満

切り捨て）、上限１０万円（１箇所当たり／１０年）を補助。

③ 生ごみ処理機等設置費補助金交付事業

購入費用の１／２（百円未満切り捨て）を補助。

電気式生ごみ処理機（乾燥式、バイオ式）の補助上限は３万円で、１世帯当たり２年度に１基

まで。生ごみ処理容器は、補助上限５千円で、１世帯当たり１年度に１個まで。ダンボールコン

ポスト（一式）は、補助上限１千円で、１世帯当たり１年度に１セットまで。ダンボールコンポ

スト基材は、１個当たり補助上限５百円で、１世帯当たり１年度に３個まで。

【補助実績】

【ダンボールコンポスト講習会参加者】

※全体講習会及び個別講習会の参加延べ人数、（ ）内は講習会参加者のうちモニター登録人数。

年度 認定団体数 資源物回収量（ｔ）
回収量の内訳（ｔ）

古紙類 飲料用空き缶

平成３０ ２２２ １，１０９ １，０９６ １３

平成３１ ２２３ １，２２４ １，２０７ １７

令和２ ２２８ １，０４５ １，０２９ １６

年度 設 置 箇 所 数

平成３０ ８

平成３１ ５

令和２ ３

年度 電気式生ごみ処理機（基） 生ごみ処理容器（個）
ダンボールコンポスト

一式（セット） 基材（個）

平成３０ １３ ９ ０ ４

平成３１ １３ ２ ０ ２

令和２ １９ ９ ０ ９

年度 参加者（モニター登録人数）※

平成３０ １７５（１９）

平成３１ ２４２（ ０）

令和２ １６９（ ０）
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④ バイオディーゼル燃料精製・供給状況

※供給量は、前年度に精製した量を含む。又、アナログ式給油装置の読み取り誤差も含む。

⑤ 使用済自動車等海上輸送費補助金交付事業

島しょ部の自動車リサイクルに伴う海上輸送費（フェリー代）の８割を補助。平成２８年度か

ら「九島」は対象外となった。

⑥ 小型家電リサイクル事業

小型家電の回収ボックス設置（公民館と民間協力店舗）や窓口回収（市役所・支所等）は、令

和 3年 2月で終了した。令和 3年 3月以降は、指定ごみ袋によるピックアップ回収（広域環境セ

ンター）により小型家電リサイクル事業を継続している。

【回収実績】

⑦ ふるさとうわじま応援事業（草木系バイオマス活用推進事業）

ふるさとうわじま応援事業（環境）を活用して、草木系バイオマスを処理する機器を整備し、

市有施設等から発生する草木の資源化を実施することにより、循環型社会を推進している。

伐倒木は主に薪に加工し、祓川温泉薪ボイラなどでバイオマス燃料として利用。剪定枝は主

に木質チップに加工し、敷料や島しょ部生ごみ処理機用基材として利用。刈草は適正な利活用

の実証が困難であるため、有効に活用できるように研究中。

【リサイクル実績】

年度 廃食用油収集量（ℓ） 精製量（ℓ） 供給量（ℓ）※ 供給先

平成３０ ２４，５６８ １４，０００ １３，７５８
公用車２台

BDF ボイラ１台

平成３１ ２４，４４９ １０，４００ １０，３９８
公用車１台

BDF ボイラ１台

令和２ ２４，８９０ ９，０００ ９，１２４
公用車１台

BDF ボイラ１台

年度 補助台数

平成３０ ３

平成３１ ７

令和２ ２

年度 ｋｇ

平成３０ ２４，４１６

平成３１ １０，３２０

令和２ １２，９００

年度 件数
引渡量（ｋｇ）

薪 木質チップ 刈草ロール

平成３０ ２７ １，２５０ ５，３７０ ０

平成３１ ２９ ４，１２０ １３，２００ ０

令和２ ８２ １９，１５０ ２５，３１０ ０
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（１０）再生エネルギー対策事業

エネルギーを安定的かつ適正に供給するためには、再生可能エネルギーの導入を一層進める

ことが求められており、環境政策係では、市内における再生可能エネルギーの導入を推進して

いる。

① 宇和島市新エネルギー設備関連補助金

【令和２年度 補助実績】

② 太陽光発電

平成２８年９月策定した「宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」に基づ

き、市内津島町に４９０ｋＷの太陽光発電所が２ヶ所建設され、平成２８年度から稼働してい

る。

また、市民の生命・財産の保護と自然環境等の保全を図るため、令和２年７月１日より「宇

和島市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例」を施行した。同条例に基づき、市内で地

上に売電目的の太陽光発電設備を設置しようとする場合は、市の許可を受ける必要がある。

③ 風力発電

平成２７年３月末に、南愛媛風力発電所の９基（出力 21,600kW）が本稼働し、平成２７年度

には３基（出力 6,900kW）の増設工事が行われた。平成２８年４月より、総出力２８，５００

ｋＷで営業運転している。

また、引き続き民間業者による風力発電所の建設計画が進められていることから、市の判断

が必要な案件については、環境や近隣住民への生活に与える影響を考慮しながら、慎重に検討

することとしている。

④ バイオマスの活用

平成２４年度に「ふるさとうわじま応援事業」を活用し、「三間町老人憩いの家」にバイオデ

ィーゼル燃料ボイラを導入した。

平成２６年度には、木質バイオマスの活用を促進するために、同じく「ふるさとうわじま応

援事業」等を活用し、祓川温泉に木質バイオマス（薪）ボイラを導入した。

今後もバイオマス利活用の拡大について、調査・研究を進めてゆくこととしている。

⑤ 公共建築物における再生可能エネルギー等導入促進

平成２６年度に策定した「公共建築物における再生可能エネルギー等導入促進に関する指針」

に基づき、同年度改築となった吉田支所に太陽光発電設備を設置した。

今後も、同様に公共建築物への再生可能エネルギー等導入に向けて、具体的な検討を継続し

てゆくこととしている。

補助対象システム
家庭用燃料電池

（エネファーム）
電気自動車 蓄電池

補助金額（一律） ２０万円／台 ５万円／台 １０万円／台

件数及び金額
８件

補助額：1,600 千円

３件

補助額：150 千円

４件

補助額：400 千円
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